
議案第９号 

 

匝瑳市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について 

 

匝瑳市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

令和６年９月６日提出 

 

 

匝瑳市長  宮 内  康 幸 





 - 1 - 

 

 

匝瑳市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

  

匝瑳市放課後児童クラブ条例（平成１８年匝瑳市条例第７１号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条中「５０人」を「３５人」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第７条関係） 

利用区分 利用期間区分 

金額（１人当たり月額） 

育成事業の種別 

通常保育 
通常保育及び延

長保育 

年間を通して

利用する場合 

８月以外の月（月曜日から金曜日まで） ５，０００円 ６，０００円 

８月以外の月（月曜日から土曜日まで） ７，０００円 ８，０００円 

８月（月曜日から金曜日まで） １０，０００円 １１，０００円 

８月（月曜日から土曜日まで） １２，０００円 １３，０００円 

匝瑳市立小学

校及び中学校

管理規則（平成

１８年教育委

員会規則第１

２号）第２４条

第１号から第

４号までに定

める休業日の

み利用する場

合 

学年始め休業日（４月） ３，０００円 ４，０００円 

夏季休業日（７月） ３，０００円 ４，０００円 

夏季休業日（８月）（月曜日から金曜日

まで） 
１０，０００円 １１，０００円 

夏季休業日（８月）（月曜日から土曜日

まで） 
１２，０００円 １３，０００円 

冬季休業日（１２月） ３，０００円 ４，０００円 

冬季休業日（１月） ３，０００円 ４，０００円 

学年末休業日（３月） ３，０００円 ４，０００円 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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８
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０
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０
０
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０
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０
０
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２
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こ
の
表
の
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常
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及
び
延
長
保
育
」
の
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
延
長
保
育
を
実
施

し
た
者
の
う
ち
、
通
常
保
育
を
実
施
し
、
か
つ
、
土
曜
日
の
み
延
長
保
育
を
実
施
し
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
通
常
保
育
の
欄
を
適
用
す
る
。

 

  

     

 

 


